
指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 八雲台ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 八雲台ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室１部屋・和室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ３６９２人 ４５０８人 ７３７７人 

貸出回数 ３７９回 ４０９回 ５６９回 

貸出施設稼働率 １７．３％ １８．６％ ２５．９％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 １１万９３００円 １３万６２００円 １８万８２００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☒前年比５㌽超増 ☐同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

子ども食堂や地域のイベントが増加したため，利用者数及び稼働率の増加に繋がった。 

 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「６０代」及び「７０代」で約２割という結果になりました。また，利用目的については，「教育，子育て関係」が約３割で最も多

くの利用がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約６割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約７割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 富士見町ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 富士見町ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※和室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 １８０１人 ３２３１人 ３２２５人 

貸出回数 １９８回 ３５５回 ３４５回 

貸出施設稼働率 １８．１％ ３２．３％ ３１．４％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ５万７３００円 １０万６５００円 １０万３５００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 

 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☐前年比５％超増 ☒同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，「５０代」，「６０代」，「７０代」が約３割ずつ利用という結果になりました。また，利用目的については，「体操，ヨガ，太極拳」が約７割で最も多くの

利用がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約３割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，全ての利用者にとても満足いただく結果となり

ました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 仙川ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 仙川ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ４０４１人 ４６７４人 ４４２３人 

貸出回数 ５３３回 ５８４回 ５３９回 

貸出施設稼働率 ４８．７％ ５３．２％ ４９．１％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ２４万４９００円 ２６万６００円 ２３万９８００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☐前年比５％超増 ☐同水準 ☒前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

設備改修工事に伴い，約１箇月間の休館期間があったため，利用者数は減少したものの，受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声

を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「６０代」で約４割という結果になりました。また，利用目的については，「体操，ヨガ，太極拳」が約４割で最も多くの利用が

ありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約４割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約７割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 飛田給ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 飛田給ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ２２５２人 ３３１８人 ３６６５人 

貸出回数 ２９９回 ２８９回 ３８５回 

貸出施設稼働率 ２７．３％ ２６．３％ ３５．１％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 １４万５５００円 １４万１３００円 １８万６２００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☒前年比５㌽超増 ☐同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「３０代」で約５割という結果になりました。また，利用目的については，「自治会等の活動，会合」，「ダンス，舞踊」，「体操，

ヨガ，太極拳」がそれぞれ約３割で最も多くの利用がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約８割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約３割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 布田駅南ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 布田駅南ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室２部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 １万１６３９人 １万２５５９人 １万２８４２人 

貸出回数 １５７４回 １５７４回 １５３８回 

貸出施設稼働率 ７１．９％ ７１．７％ ７０％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ６７万７５００円 ６６万１４００円 ６３万７９００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☐前年比５％超増 ☒同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「６０代」で約３割という結果になりました。また，利用目的については，「ダンス，舞踊」，「体操，ヨガ，太極拳」が約３割で最

も多くの利用がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約４割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約３割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 東部ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 東部ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※和室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ２２４４人 １３４８人 ２６００人 

貸出回数 ３２６回 １９５回 ３６２回 

貸出施設稼働率 ２９．８％ １７．８％ ３３％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 １４万５６００円 ８万８３００円 １６万３４００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☒前年比５㌽超増 ☐同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 

 
ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「４０代」で約５割という結果になりました。また，利用目的については，「体操，ヨガ，太極拳」が約５割で最も多くの利用が

ありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約８割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約９割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 野ケ谷ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 野ケ谷ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※和室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ５１９３人 ４８２４人 ６１５３人 

貸出回数 ３９９回 ３９１回 ４３６回 

貸出施設稼働率 ３６．４％ ３５．６％ ３９．７％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ７万２２００円 ６万５６００円 ７万７６００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「５０代」，「７０代以上」で約２割という結果になりました。また，利用目的については，「自治会等の活動，会合」が約２割で

最も多くの利用がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約７割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約５割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 国領ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 国領ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室２部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 １万１６７２人 １万３９６０人 １万４３９０人 

貸出回数 １５２８回 １４０９回 １４４６回 

貸出施設稼働率 ６９．８％ ６４．２％ ６５．８％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ７５万７０００円 ７０万２９００円 ７２万８８００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☒不具合等有（ 件（うち対応 1 件））  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果，ピアノ調律  など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 

 

 
ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☐前年比５％超増 ☒同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 

52



財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「７０代以上」で約４割という結果になりました。また，利用目的については，「歌，楽器演奏」が約５割で最も多くの利用があ

りました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約８割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約８割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 西部ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 西部ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※和室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 １７９１人 ２３０５人 ２５７５人 

貸出回数 ２３０回 ２６０回 ２８０回 

貸出施設稼働率 ２１．０％ ２３．７％ ２５．５％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ６万９０００円 ７万８０００円 ８万２２００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
利用者アンケートでは，施設の清掃や安全面の管理において，「良い」の評価が１００％の結果となった。 
 

a 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「７０代以上」で約８割という結果になりました。また，利用目的については，「自治会等の活動，会合」が約３割で最も多く

の利用がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，全ての利用者にとても満足いただく結果となりまし

た。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，全ての利用者にとても満足いただく結果となり

ました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 下布田ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 下布田ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 

58



＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ６７０３人 ８７７７人 ６２６７人 

貸出回数 ６７２回 ８２６回 ６５１回 

貸出施設稼働率 ６１．４％ ７５．２％ ５９．３％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ２６万７６００円 ３２万８６００円 ２６万７００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☐前年比５％超増 ☐同水準 ☒前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☐同水準 ☒前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

設備改修工事に伴い，２箇月間の休館期間があったため，利用者数は減少したものの，受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を

聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「６０代」で約４割という結果になりました。また，利用目的については，「ダンス，舞踊」が約６割で最も多くの利用がありま

した。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約７割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，全ての利用者にとても満足いただく結果となり

ました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 国領第二ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 国領第二ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室１部屋・和室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ４０８２人 ４４５１人 ５００３人 

貸出回数 ７０２回 ６５１回 ７２２回 

貸出施設稼働率 ３２．１％ ２９．６％ ３２．９％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ２２万９１００円 ２１万３８００円 ２３万１４００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「７０代以上」で約３割という結果になりました。また，利用目的については，「ダンス，舞踊」が約４割で最も多くの利用があ

りました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約３割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約４割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 上石原ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 上石原ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

  

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ５８１８人 ４６６９人 ５８４８人 

貸出回数 ４２０回 ３３７回 ４６３回 

貸出施設稼働率 ３８．４％ ３０．７％ ４２．２％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ２５万１４００円 ２０万３４００円 ２７万８５００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☒前年比５㌽超増 ☐同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「５０代」で約３割という結果になりました。また，利用目的については，「ダンス，舞踊」がそれぞれ約４割で最も多くの利用

がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約４割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約４割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 佐須ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 佐須ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室１部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ９７２４人 １０３８４人 ９４７０人 

貸出回数 ７３７回 ７７５回 ７１６回 

貸出施設稼働率 ６７．３％ ７０．６％ ６５．２％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ３０万９２００円 ３４万９００円 ３１万２３００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 

 
ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☐前年比５％超増 ☐同水準 ☒前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☐同水準 ☒前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

昨年度に休館した近隣のコミュニティ施設の利用者が，施設再開に伴い利用をしなくなったことに伴い，利用者数は減少したものの，受付業務

や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「１０代」で約５割という結果になりました。また，利用目的については，「ダンス，舞踊」が約５割で最も多くの利用がありま

した。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約６割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約８割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 小島町ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 小島町ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室２部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ５２８７人 ５７８１人 ７１６７人 

貸出回数 ７５１回 ９０７回 １０００回 

貸出施設稼働率 ３４．３％ ４１．３％ ４５．５％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ３２万４６００円 ４０万９５００円 ４４万３００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☒不具合等有（２件（うち対応２件））  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果，収納扉の修理，駐
車場コーンの修理  など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
利用者アンケートでは，施設の清掃や安全面の管理において，「良い」の評価が９０％を超える結果となった。 
 

a 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

新規団体の利用が増加し，利用者数の増加に繋がった。 

 
ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「５０代」で約３割という結果になりました。また，利用目的については，「ダンス，舞踊」が約６割で最も多くの利用がありま

した。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約９割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約８割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 大町ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 大町ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室２部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ７３１１人 １万１０１人 ７１０５人 

貸出回数 ８４３回 １０９８回 ７６５回 

貸出施設稼働率 ３８．５％ ５０．０％ ３４．８％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ３５万９９００円 ４７万２４００円 ３２万７０００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（ 件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果  など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 

 
ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☐前年比５％超増 ☐同水準 ☒前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☐同水準 ☒前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

設備改修工事に伴い，３箇月間の休館期間があったため，利用者数は減少したものの，受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を

聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 

80



d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「５０代」で約２割という結果になりました。また，利用目的については，「ダンス，舞踊」，「体操，ヨガ，太極拳」が約２割で最

も多くの利用がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約７割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約７割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 染地ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 染地ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室２部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 １万１４６３人 １万６３７人 １万９７４人 

貸出回数 １０２４回 ９３０回 ８９６回 

貸出施設稼働率 ４６．８％ ４２．３％ ４０．８％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ４１万６６００円 ３７万４７００円 ３６万３８００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（  件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 

 

 
ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☐前年比５％超増 ☒同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「５０代」で約３割という結果になりました。また，利用目的については，「自治会等の活動，会合」が約３割で最も多くの利

用がありました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約９割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約８割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 
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指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に関する評価表 

（評価対象年度：令和６年度）  

 

＜施設概要＞ 

施設 上ノ原ふれあいの家 

施設の設置目的 地域の住民相互の心のふれあいと連帯を醸成し，住み良い地域社会を形成する 

指定期間 令和６年（２０２４年）４月１日～令和１１年（２０２９年）３月３１日 

指定管理者 上ノ原ふれあいの家運営委員会 

所管部署 生活文化スポーツ部 協働推進課 

 

＜施設所管部署における全体総括＞ 

全般的な運営状況としては，地域のコミュニティ活動の拠点として利用者サービスの向上に努めるとともに施設の収入等に応じた効率的な施設運営がなされている。 
今後も利用者の安心・安全を第一とした施設管理を基本としながら，利用者サービスの向上に努めるとともに運営委員会の特性を生かした，地域に根づいた施設の管理運

営が行われていくことを期待する。 

総合評価 Ｂ 
総合評価基準 
以下，施設の管理運営等に関する各視点に基づく評価での係数の合計で総合評価を決定する。 
 
 

 

 

 

＜係数＞ 
s→10 
a→8 
b→6 
c→4 
d→2 

各視点に基づく評価の

係数合計を算出 

＜総合評価基準＞ 
Ｓ（特に優れている）  
→30 
Ａ（優れている）  
→28 
Ｂ（良好） 
→22 ～ 27 
Ｃ（要改善） 
→14 ～ 21 
Ｄ（要抜本的見直し） 
→8 ～ 13 
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＜施設の過去３箇年の主な管理実績＞ 

※洋室４部屋 

 

＜施設の管理運営等に関する評価（各評価区分の考え方は下段の「評価の目安」を参照）＞ 

業
務
の
実
施
体
制 

確認項目 確認欄 

施設の適切な予約・受付・鍵の管理 ☒実施  ☐未実施 

利用者に対する施設利用上の注意事項（緊急連絡先含む）の周知 ☒実施  ☐未実施 

市への適時適切な報告・連絡・相談の実施 ☒実施  ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
平等な使用の確保，個人情報の保護及び情報漏洩防止のための措置，協定書を順守した業務の再委託    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 
 
協定内容等を順守しつつ，地域の実情に合わせた方法で施設管理業務に取り組まれた。 
利用者に対しての注意事項等の周知や市への報告・連絡・相談も適切に行われた。 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：施設の適切な予約や受付，市への報告等が適切に実施されており，その他，協定内容や関係法令等が遵守されている。 
c：施設の適切な予約や受付，市への報告の実施，協定内容や関係法令等の遵守について一部改善を要する点がある。 
d：業務の実施体制について，抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ８９９６人 １万４２８人 １万９７６人 

貸出回数 １０７４回 １１０８回 １２３７回 

貸出施設稼働率 ２４．５％ ２５．２％ ２８．２％ 

指定管理料（市決算額） １４万９０００円 １４万９０００円 ２０万９０００円 

利用料金収入 ４７万６１００円 ５２万２３００円 ５７万２９００円 
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施
設
の
維
持
管
理 

確認項目 確認欄 

施設・設備についての保守点検の実施  ☒実施  ☐未実施 

施設・設備に不具合等があった場合の迅速な修繕等の対応（市が対応する修繕を除く） ☐不具合等有（ 件（うち対応 件））  ☒未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
施設の安全・衛生管理，適切な衛生管理（清掃対応，感染症対策など），指定管理者として必要な保険への加入，利用者アンケート調査の結果  など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（a～d） 

日常清掃や施設設備の点検を定期的に実施することで，安全で快適な施設の維持保全に努めていた。 
 

 
ｂ 

評価の目安（a～d） 
a：施設・設備の点検や修繕等への適切な対応に加え，先進的な対策の導入など安全対策や維持保全などが行われている。 
b：施設・設備の点検や修繕や備品管理，安全対策などをはじめ，施設の維持・管理が適切に実施されている。 
c：施設・設備の点検や修繕等の施設の維持・管理について一部改善を要する点がある。 
d：施設の維持・管理について，抜本的に改善が必要なものがある。 

評価の目安（s～d） 
s：サービスの提供（施設利用，事業実施など）について，特に優れた実績がある。 
a：サービスの提供（施設利用，事業実施など）が適切に実施され，かつ，前年度実績を上回る実績が複数あるなど，優れた実績がある。 
b：サービスの提供について協定書等の内容に基づき，概ね適切に実施できている。 
c：サービスの提供について協定書等の内容に基づく対応が実施されていないものが散見され，一部改善を要する点がある。 
d：サービスの提供について，抜本的に改善が必要なものがある。 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

確認項目 確認欄 

利用者数の状況（前年度比較） ☒前年比５％超増 ☐同水準 ☐前年比５％超減  

貸出施設稼働率の状況（前年度比較） ☐前年比５㌽超増 ☒同水準 ☐前年比５㌽超減 

施設の設置目的に沿った施設等の貸出 ☒実施 ☐未実施 

施設の開館日・閉館時間の順守 ☒実施 ☐未実施 

利用者からの苦情や要望等に対する適切・迅速な対応 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・利用者に対する附帯設備・備品等の適切な提供  ・施設の利便性向上・利用促進に関する取組，利用者アンケート調査の結果    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（s～d） 

受付業務や利用者アンケートを通じて地域住民の声を聞くことで利用者ニーズの把握に努めていた。 

 
 

ｂ 
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財
務
の
状
況 

確認項目 確認欄 

管理業務に係る収入・支出の適切な管理 ☒実施 ☐未実施 

収入に応じた適切な事業費の執行 ☒実施 ☐未実施 

＜評価におけるその他の視点＞ 
・指定管理料の適切な管理（帳簿等の整備）  ・利用料金等に関する適切な収納及び還付事務の実施  
・運営基金の適切な執行管理    など 

施設所管部署の総括 （上段の確認項目や評価の視点を含めた総括） 評価（b～d） 

帳簿による適切な収入・支出の管理が行われるとともに，運営基金を含めた計画的な事業費の執行がなされた。 
 
 

ｂ 

評価の目安（b～d） 
b：収支計画等に基づく適切な運営が概ね実施できている。 
c：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に一部改善を要するものがある。 
d：収支計画等に基づく適切な運営や，その他財務に関連する取組に関して抜本的に改善が必要なものがある。 
 
 
 
 

＜指定管理者における全体総括＞ 

 
 

令和６年度においても，地域住民が安心・安全にふれあいの家を利用できるよう適切な管理運営に努めました。 
業務の実施について，引き続き，地域の実情にあった予約受付や鍵の管理を行うとともに，利用者に対する注意事項の周知や市への報告・連絡・相談等に努めました。 
令和６年度の利用状況としては，最も利用した年代が「７０代以上」で約４割という結果になりました。また，利用目的については，「体操，ヨガ，太極拳」が約３割で最も利用があ

りました。 
施設の維持管理については，定期的な清掃や点検，日用品の補充や交換等を実施しました。施設の安全・衛生面としては，約９割の利用者にとても満足いただく結果となりま

した。 
利用者サービスについては，受付・管理業務を行う中で利用者要望の把握等に努めました。利用者要望に対する対応としては，約８割の利用者にとても満足いただく結果とな

りました。 

今後も，利用者の安全性と利便性の観点を踏まえ，利用者サービスの向上に努めます。 

 

89


